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構造改善推進プログラム 
 

１ 趣旨 

建設産業は、国民生活と産業活動の基盤となる建設生産物の供給を担うわが国の基
幹産業であり、来るべき 21 世紀に向けてより豊かな経済・社会の創造に一層の貢献
を果たすべく、活力と魅力あふれた産業として、発展を遂げることが望まれていると
ころである。このため、建設省においては、昭和61年２月に「21世紀への建設産業
ビジョン」を策定し、行政の課題として技術と経営に優れた企業が成長し得る条件の
整備を、また業界として元請・下請間の新しいパートナーシップの確立と企業活動の
活性化をそれぞれ示したところである。 

  こうしたビジョンの指摘に沿って、中央建設業審議会から第一次、第二次の答申が
行われ、これまでに建設業法の改正及び経営事項審査制度と JV 制度の抜本的な改善
を行ったところであるが、さらに、昨年５月 27 日に中央建設業審議会から第三次の
答申がなされた。 

  この第三次答申は建設業法の改正等によって技術と経営に優れた企業が成長し得る
条件整備が図られたことを受け、ビジョンにおいて業界の課題とされた建設生産シス
テムの在り方と企業基盤の強化・活性化について具体的な取り組みの方向を示すとと
もに、これに対する建設業行政としての支援の在り方を明らかにしたものである。 

  今後、この答申に沿って業界・行政一体となった構造改善事業の推進が行われるべ
きであるが、より実効ある事業の推進を確保するためには、各事業の緊急性、重要性
に基づくプライオリティーを明らかにし、計画的、重点的な取り組みを行うことが不
可欠である。 

  本プログラムは、こうした考え方に立って、第三次答申で示された諸施策のうち行
政の支援が必要なものについて、当面、平成元年度から ３年間に重点的に実施すべき
事業を選定し、そのねらい、事業内容、事業の進め方等を明らかにするものであり、
同時に（財）建設業振興基金内に設けられた構造改善センターの行うべき構造改善事
業の方向を示すものである。その際、第三次答申で示された構造改善の方向において
は、業界による自主的な取り組みが不可欠とされていることから事業の選定に当たっ
ては、業界のニーズを基本とすることとし、業界の有識者からなる構造改善推進会議
を設置し、ニーズの把握を行った。 

  なお、本プログラムに示された事業の実施に当たっては、必要に応じ、発注者の協
力を要請するとともに、（財）建設業振興基金内に設けられた「構造改善基金」及び建
設業振興策等を有効に活用するものとする。 

  また、本プログラムの運用において、建設業をめぐる状況の変化等により、新たに
取り組むべき課題が生じた場合には、業界のニーズを踏まえ、他の事業とのプライオ
リティーを考慮し、弾力的に事業の実施を行っていくものとする。 

 

２ 重点事業選定の基本方針 
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本プログラムにおいては、「活力と魅力にあふれた建設産業」を目指すため、不良・
不適格業者の排除、建設生産システムにおける新しいルールづくりの確立、生産性の
向上、若年建設従事者の確保の４つの課題を緊急に取り組むべき課題として設定し、
この課題解決のため直ちに着手すべき事業を本プログラムの第一期期間中（平成元年
～平成３年度）に推進すべき重点事業として選定することとした。 
構造改善推進会議においては、本プログラムの策定に当たり様々な角度から議論が

なされたが、もっとも早急に業界全体で取り組むべき課題として、多くの委員から指
摘があったのは、建設業の若者離れを背景に、如何にして「若者にとって魅力ある建
設業」を実現し、若者を建設業に迎え入れるかということである。意欲と活力にあふ
れる若年建設従事者を確保することは、建設産業全体にとって基本的重要課題であり、
これらの建設従事者を主として直接に雇用する専門工事業や中小総合工事業のみなら
ず、建設産業界全体として取り組むべき課題である。 

  また、この問題は、単独の課題として解決がなされるものではなく、解決には労働
条件の改善、雇用の安定、若者の入職促進・人材の活用、産業イメージの向上等の多
方面にわたる課題の解決が必要である。したがって、この問題の解決は答申で示され
た構造改善そのものの推進によってはじめて可能となるものである。その意味では、
「活力と魅力にあふれた建設産業」の実現を目指すべく策定された本プログラムは「若
者にとって魅力ある建設産業」を目指す行動計画としての意味を併せて持つものであ
る。 

 

３ 重点課題 

（１）不良・不適格業者の排除 
「技術と経営に優れた企業」が成長し得る条件整備を行うことは、活力と魅力に

あふれた建設産業を築くためにも、ぜひとも必要である。このうち、昭和 62 年６
月には、特定建設業の許可基準の改正、経営事項審査制度の整備、監理技術者制度
の整備等を内容とする建設業法の改正が行われた。このうち、技術者制度は、２年
間は経過措置が講ぜられ、平成２年６月から全面施行となる。 

   また、共同企業体活用の適正化に関しては、昭和 62 年８月に中央建設業審議会
から、共同企業体から不良・不適格業者を排除し、本来の趣旨に沿った適正な共同
施工の確保を徹底しようとする答申・建議がなされた。 

   これらの制度はいずれも「技術と経営に優れた企業」が成長しうる市場の条件を
整備するものであって、構造改善を進めるためには不可欠であり、本プログラムの
計画期間中に新制度の定着を図る必要がある。 

 
（２）建設生産システムにおける新しいルールの確立 
   建設生産は、総合工事業と専門工事業及び設計者、資材メーカー等の分業関係に

より成り立っている。こうした分業関係を前提に業者間の契約締結、価格決定さら
には、人材の養成等の面において、適正なルールが確立し、合理的な分業関係が成
立しなければ、効率的な建設生産システムの実現は不可能である。 
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   特に、現在不足が叫ばれている技能工は直接的に専門工事業が雇用している場合
が多いが、技能工の育成については、専門工事業だけでなく、業界全体で取り組ん
でいく必要があり、この面からも、ルールづくりを早急に行う必要があるといえる。 

   一方、現在は、建設業の好況の中で、業界において今が総合工事業・専門工事業
（元請・下請）を中心とする建設生産システムにおける新しいルールづくりに絶好
の機会であるとの認識が広く見られる。 

   このため、現行の元請・下請関係合理化指導要綱の改訂を行うとともに、総合工
事業・専門工事業等建設生産を担う業界相互間で協議を行う場を設け、建設生産シ
ステムにおけるルールづくりを行っていく必要がある。 

 
（３）生産性の向上 

発注者のニーズに応え、良好な品質の建設生産物を適正な価格で供給することは、
産業としての基本的使命であるが、これにとどまらず、将来の労働力供給を勘案し
て、省力化を進め、さらに経営基盤の強化によって労働・雇用条件の改善を実現す
るためにも生産性の向上は不可欠の課題である。このため、経営管理能力の向上と
技術開発等による生産システムの高度化、効率化を図り、生産性の向上を実現する
必要がある。 
経営管理能力の向上については、経営改善を行うに当たっての指導体制の確立と

経営管理における OA 利用の促進方策を講ずる。 
建設生産システムの高度化の面では、ロボット化・プレハブ化等に向けた技術開

発や生産性向上の取り組みの方向を示すことにより、生産工程改善を促進するとと
もに、建設生産における情報ネットワークの整備に向けた事業の推進を行うことと
する。 

 
（４）若年建設従事者の確保 

若年建設従事者の確保は、前述したように、単独の課題として解決されるもので
はなく、雇用の安定、労働条件の改善等がなされて達成されるものであるが、本重
点課題においては、若者の入職促進・人材の活用や産業イメージの向上についての
事業を実施するものとする。 

   若者の入職促進・人材の活用については、教育機関と建設業界の情報交換を密に
する等による若年建設従事者の入職促進及び人材育成のための取り組みを盛り込み、
産業イメージの向上については、建設業全体のアイデンティティを確立するため建
設業 II戦略（Industrial Identity）の展開を行う。 
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重　　点　　課　　題 推　　　進　　　事　　　業 事　　業　　の　　目　　的

１．不良・不適格業者の排除

（１）建設業法に基づく適正な技術者配置の徹底 建設業法に基づく技術者の適正配置の徹底

（２）共同企業体の適正な活用の推進 共同企業体の適正な施工体制の確立

２．建設生産システムにおける新しいルールの確立

（３）元請・下請関係合理化指導要綱の改訂 効率的な建設生産システムを築くための業界の目標及び
行政の指導の拠り所となる新要綱の策定

（４）元請・下請構造改善協議会（仮称）の設置
施工責任範囲・若年労働者の確保等のための元請・下請
間のルールづくり

３．経営管理能力の向上

（５）経営改善指導体制の確立
経営改善のための自助努力の方向の提示、経営改善努
力の支援

（６）OA機器の活用等による経営管理能力の向上 経営管理向けのOA機器の導入の促進

４．建設生産システムの高度化

（７）生産工程の改善 生産工程改善の目標の提示、改善へ向けた取組みの助
成等

（８）建設産業情報ネットワークの整備 情報化の目標の提示、企業間の情報化の推進

５．若年建設従事者の入職促進と総合的人材の育成

（９）若年建設従事者入職促進事業及び総合的人材育成
建設業への若年者の入職促進、人材確保育成の総合的
体系的推進

６．建設業のイメージアップ

（10）建設業のII戦略の展開 建設業全体のイメージアップ
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